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「指定生活介護事業 福祉の里ぽぷら」 

重要事項説明書 

本重要事項説明書は、当事業所とサービス利用契約の締結を希望される方に対して、社会

福祉法第７６条及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（以下

「法律」と言います。）に基づき、当事業所の概要や提供されるサービスの内容、契約上ご

注意いただきたいことを説明するものです。 

 

※当事業所では、利用者に対して生活介護事業サービスを提供します。 

当サービスの利用は、原則として介護等給付費の支給決定を受けた１８歳以上の障がい者

の方が対象となります。 
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社会福祉法人 各務原市社会福祉事業団（各務原市福祉の里ぽぷら） 

① 当事業所は指定障がい福祉サービス事業者の指定を受けています。 

（岐阜県指定第２１１０５００２１８号） 

② 当事業所は岐阜県知事に対し障がい福祉サービス事業の届出を行っています。 
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１． サービスを提供
ていきょう

する事業者
じぎょうしゃ

 

設
置
者 

名
め い

 称
しょう

 各務原市
かかみがはらし

 

所 在 地
し ょ ざ い ち

 岐阜県
ぎ ふ け ん

各務原市
かかみがはらし

那加
な か

桜町
さくらまち

１丁目
１ちょうめ

６９番地
６ ９ ば ん ち

 

電話番号
で ん わ ば ん ご う

 ０５８―３８３―１１１１（代表
だいひょう

） 

代表者
だいひょうしゃ

氏名
しめい

 各務原
かかみがはら

市長
しちょう

 浅野
あさの

 健司
けんじ

 

指
定
事
業
者 

名
め い

 称
しょう

 社会
しゃかい

福祉
ふくし

法人
ほうじん

 各務原市
かかみがはらし

社会
しゃかい

福祉
ふくし

事業団
じぎょうだん

 

所
しょ

  在
ざい

  地
ち

 岐阜県
ぎ ふ け ん

各務原市須
かかみがはらしす

衛
え

稲田
いなだ

７番地
７ ば ん ち

 

電
でん

 話
わ

 番
ばん

 号
ごう

 ０５８―３７０―７５００（代表
だいひょう

） 

代表者
だいひょうしゃ

氏名
しめい

 理
り

事
じ

長
ちょう

 紙谷
かみや

 清
きよし

 

設立
せつりつ

年月
ねんげつ

 平成
へいせい

 ８年
ねん

１０月
がつ

 １日
にち

 

 

２． 利用
りよう

事業所
じぎょうしょ

 

事業所
じぎょうしょ

の種類
しゅるい

 指定
してい

生活
せいかつ

介護
かいご

事業所
じぎょうしょ

 平成
へいせい

２１年
ねん

４月
がつ

１日
にち

指定
してい

 

事業所
じぎょうしょ

の名称
めいしょう

 

（事業所
じぎょうしょ

番号
ばんごう

） 

各務原市
かかみがはらし

福祉
ふくし

の里
さと

ぽぷら 

（岐阜県
ぎ ふ け ん

指定
してい

第
だい

２１１０５００２１８号
ごう

） 

事業所
じぎょうしょ

の所在地
しょざいち

 岐阜県
ぎ ふ け ん

各務原市須
かかみがはらしす

衛
え

稲田
いなだ

7番地
ばんち

 

連
れん

 絡
らく

 先
さき

 電話番号
でんわばんごう

：０５８－３７０－７５００（代表
だいひょう

） 

Ｆ Ａ Ｘ：０５８－３７０－７５１１ 

福祉
ふくし

の里
さと

所長
しょちょう

 清水
しみず

 惠子
けいこ

 

管
かん

 理
り

 者
しゃ

 遠藤
えんどう

 妃
ひ

登
と

美
み

 

サービス管理
か ん り

責任者
せきにんしゃ

 安田
やすだ

 尋
じん

大
だい

 

サービスの実施
じっし

地域
ちいき

 原則
げんそく

として、各務原市
かかみがはらし

全域
ぜんいき

、その他
た

 

主
しゅ

たる対象者
たいしょうしゃ

 身体障
しんたいしょう

がい者
しゃ

 ※ 

定
てい

   員
いん

 生活
せいかつ

介護
かいご

事業
じぎょう

：２０名
めい

／日
にち

 

開設
かいせつ

年月日
ねんがっぴ

 平成
へいせい

１９年
ねん

４月
がつ

１日
ついたち

 

※当事業所
とうじぎょうしょ

は重 症
じゅうしょう

心
しん

身 障
しんしょう

がいの方
かた

も受
う

け入
い

れていますが、臥床
がしょう

スペースは５名
めい

までとなり

ます。
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３．サービスの基本
きほん

理念
りねん

・目的
もくてき

・運営
うんえい

方針
ほうしん

 

 

４．サービスに係
かか

る施設
しせつ

・設備
せつび

等
とう

の概要
がいよう

 

（１）施 設 

建物構造 鉄骨鉄筋コンクリート造 ２階建地下1階 

建物敷地面積 １２，６０２．５㎡（駐車場含む） 

施設面積 ５，８５９．６９㎡（内、専有面積 ５７５．６㎡） 

（２）主な設備 

居室の種類 部屋数 面積 備  考 

訓練作業室 １室 50.40㎡ 作業活動・機能訓練等で使用 

多目的室兼

休養室 
１室 100.80㎡ 活動等で使用 

特殊浴室 １室 78.72㎡  

相談室 １室  16.83㎡  

身体障害者用便所 １室 27.03㎡  

アリーナ １室 520.57㎡ 他施設と共用。主にスポーツ・レクリエーションに使用 

調理室 １室 146.81㎡ 他施設と共用 

リネン室 １室 10.35㎡  

当事業所では、岐阜県の関係条例の定める指定基準を遵守し、以上の施設・設備を設置しています。 

基本
きほん

理念
りねん

 

 

基本
きほん

方針
ほうしん

 

「笑顔
えがお

で 元気
げんき

に 自分
じぶん

らしく」 

一．私
わたし

たちは、利用者
りようしゃ

・家族
かぞく

とともに夢
ゆめ

に向
む

かって歩
あゆ

みます。 

一．私
わたし

たちは、チーム
ち ー む

で支え
ささえ

、福祉
ふくし

のプロ
ぷ ろ

として挑戦
ちょうせん

します。 

一．私
わたし

たちは、誰
だれ

もが安心
あんしん

して暮
く

らせるよう、地域
ちいき

のかけはしになります。 

目
もく

 的
てき

 身体障
しんたいしょう

がい者
しゃ

の方
かた

、重 症
じゅうしょう

心
しん

身障
しんしょう

がい者
しゃ

の方
かた

に対
たい

して、食事
しょくじ

及
およ

び排泄
はいせつ

・入浴
にゅうよく

の

介助
かいじょ

、医療的
いりょうてき

ケア、機能
きのう

訓練
くんれん

、リラクゼーション、創作
そうさく

活動
かつどう

やレクリエーション等
とう

の

機会
きかい

を提
てい

供
きょう

します。また、現有
げんゆう

機能
きのう

の維持
い じ

・向上
こうじょう

を目指
め ざ

し、利用者
りようしゃ

の方
かた

に寄
よ

り添
そ

い

ながら安心
あんしん

・安全
あんぜん

に配慮
はいりょ

しつつ、楽
たの

しい空
くう

間
かん

を作
つく

ります。 

運営
うんえい

方針
ほうしん

 利用者
りようしゃ

の生活
せいかつ

の質
しつ

を高
たか

め、自立
じりつ

した日常
にちじょう

生活
せいかつ

を営
いとな

むために必要
ひつよう

な支援
しえん

、介助
かいじょ

、

訓練
くんれん

等
とう

を行
おこな

い、地域
ちいき

での安心
あんしん

で安全
あんぜん

な暮
く

らしを支援
しえん

します。 

 また、地域
ちいき

にある様々
さまざま

なサービス機関
きかん

との連携
れんけい

のほか、施設
しせつ

での活動
かつどう

や地域
ちいき

での

生活
せいかつ

に必要
ひつよう

な情報
じょうほう

の提供
ていきょう

および助言
じょげん

等
とう

の支援
しえん

を行
おこな

います。 
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5．サービス提供
ていきょう

職員
しょくいん

の設置
せっち

状 況
じょうきょう

           

職 種 員数 
常 勤 非常勤 

常勤換算 指定基準 備 考 
専従 兼務 専従 兼務 

管理者
かんりしゃ

 １名 １名    １名 １名  

サービス 

管理
かんり

責任者
せきにんしゃ

 
１名 １名    １名 １名  

生活
せいかつ

支援員
しえんいん

 ５名 ２名  ３名  ３．６名 

２．７名 

（指定
してい

基準
きじゅん

は前年度
ぜんねんど

の延べ利用者数
のべりようしゃすう

、 

平均
へいきん

障害
しょうがい

支援
しえん

区分
くぶん

等
など

により算出
さんしゅつ

） 

看護
かんご

師
し

 ２名 １名  １名  １．５名  

理学
りがく

療法士
りょうほうし

 ２名  ２名   ０．２名 福祉
ふくし

の里
さと

他
た

施設
しせつ

兼務
けんむ

 

管理
かんり

栄養士
えいようし

 １名  １名   ０．１名 － 福祉
ふくし

の里
さと

他
た

施設
しせつ

兼務
けんむ

 

医師
い し

 １名   
嘱託

１名 
 ０．１名 嘱託医

しょくたくい

  

※調理員
ちょうりいん

、運転士
うんてんし

は委託
いたく

 

当事業所
とうじぎょうしょ

では、岐阜県
ぎ ふ け ん

の関係条例
かんけいじょうれい

の定
さだ

める指定
してい

基準
きじゅん

を遵守
じゅんしゅ

し指定
してい

障害
しょうがい

福祉
ふくし

サービス
さ ー び す

を提供
ていきょう

する職員
しょくいん

として、上記
じょうき

の職種
しょくしゅ

の職員
しょくいん

を配置
はいち

しています。 

年度
ねんど

途中
とちゅう

に、岐阜県
ぎ ふ け ん

の関係条例
かんけいじょうれい

の定める
さ だ め る

指定
してい

基準
きじゅん

の範囲内
はんいない

で人員
じんいん

配置
はいち

を変更
へんこう

する場合
ばあい

があり

ます。 

（ア）各職種の勤務体系 

職 種 勤 務 体 制 

管理者 正規の勤務時間帯（８：３０～１７：１５） 

サービス管理責任者 正規の勤務時間帯（８：３０～１７：１５） 

生活支援員 正規の勤務時間帯（８：３０～１７：１５） 

看護師 正規の勤務時間帯（８：３０～１７：１５） 

（イ）営業日と営業時間 

 営業日：月曜日～金曜日 

（日曜日及び土曜日、国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に

規定する休日、１２月２９日から翌年の１月３日までの日の間は休業） 

 営業時間：午前８：３０～午後５：１５まで 

  （サービス提供時間 午前９時３０分～午後3時３０分まで） 
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６．サービス提供
ていきょう

の内容
ないよう

 

（１）介護
かいご

給付費
きゅうふひ

対象
たいしょう

サービス内容
ないよう

 

サービスの種類
しゅるい

 サービスの内容
ないよう

 

創作
そうさく

活動
かつどう

等
とう

 壁面
へきめん

制作
せいさく

、アート作品作
さくひんづく

りを実施
じっし

します。 

 

 

レクリエーション 

音楽
おんがく

活動
かつどう

、散歩
さんぽ

、日向
ひなた

ぼっこ、紙芝居
かみしばい

、体操
たいそう

、軽スポーツ
け い す ぽ ー つ

等
など

を実施
じっし

します。 

ボランティアの技術
ぎじゅつ

提供
ていきょう

により、音楽
おんがく

活動
かつどう

、読み聞かせ
よ み き か せ

、人形劇
にんぎょうげき

、手品
てじな

、ダ

ンス、大道
だいどう

芸
げい

、花道
かどう

、門松作
かどまつづく

り、ペーパークラフト等
とう

の活動
かつどう

を行います。 

※コロナ感染症
かんせんしょう

の状 況
じょうきょう

によっては中止
ちゅうし

とする活動
かつどう

もあります。 

 

 

特殊
とくしゅ

浴槽
よくそう

による

入浴
にゅうよく

 

希望
きぼう

される方
かた

に、心身
しんしん

の状 況
じょうきょう

に応
おう

じて、身体
しんたい

の洗
あら

いや特殊
とくしゅ

浴槽
よくそう

（車
くるま

いす用
よう

浴槽
よくそう

等
など

）を利用
りよう

しての入浴
にゅうよく

を行
おこな

います。実施
じっし

に当
あ

たっては、

入浴
にゅうよく

環境
かんきょう

を整備
せいび

し、事前
じぜん

に利用者
りようしゃ

の健康
けんこう

管理
かんり

（体温
たいおん

、血圧
けつあつ

、その他
た

体調
たいちょう

チェック等
とう

）を行
おこな

い安全
あんぜん

な環境
かんきょう

で、利用者
りようしゃ

の皆
みな

さんが安心
あんしん

して

入
はい

っていただけるようにします。 

入浴
にゅうよく

回数
かいすう

は、基本
きほん

週
しゅう

２回
かい

までとします。１日
にち

の最大
さいだい

利用
りよう

人数
にんずう

：６名
めい

。 

入浴
にゅうよく

時間
じかん

：９：４５～１２：００ 

※入浴
にゅうよく

に当
あ

たり、医師
い し

の「診断書
しんだんしょ

」の提出
ていしゅつ

をしていただきます。 

当日
とうじつ

の体調
たいちょう

不良
ふりょう

等
とう

や、医師
い し

の指示
し じ

（診断書
しんだんしょ

）に基
もと

づき、入浴
にゅうよく

を中止
ちゅうし

 

させていただく場合
ばあい

があります。 

異性
いせい

職員
しょくいん

が利用者
りようしゃ

または家族
かぞく

の同意
どうい

を得
え

て、入浴
にゅうよく

等
とう

の介助
かいじょ

を行
おこな

う 

場合
ばあい

があります。 

 

 

必要
ひつよう

な介助
かいじょ

 

（生活
せいかつ

支援
しえん

等
とう

） 

食事
しょくじ

介助
かいじょ

、排泄
はいせつ

介助
かいじょ

、移乗
いじょう

介助
かいじょ

、口腔
こうくう

ケア、活動
かつどう

時
じ

等
とう

の介助
かいじょ

を必要
ひつよう

に

応
おう

じて行
おこな

います。 

異性
いせい

職員
しょくいん

が利用者
りようしゃ

または家族
かぞく

の同意
どうい

を得
え

て、必要
ひつよう

な介助
かいじょ

の支援
しえん

を行
おこな

う場合
ばあい

があります。 

介助
かいじょ

・支援
しえん

場面
ばめん

において、緊急
きんきゅう

やむを得
え

ない場合
ばあい

に限
かぎ

り、利用者
りようしゃ

及
およ

び

家族
かぞく

の同意
どうい

を得
え

て、身体
しんたい

拘束
こうそく

を行
おこな

う場合
ばあい

があります。実施
じっし

した場合
ばあい

は、

記録
きろく

していきます。 

主治医
し ゅ じ い

や家族
かぞく

の指示
し じ

による薬
くすり

の使用
しよう

を必要
ひつよう

に応
おう

じて行
おこな

います。 

※生活
せいかつ

支援
しえん

(排泄
はいせつ

介助
かいじょ

、食事
しょくじ

介助
かいじょ

、口腔
こうくう

ケア、入浴
にゅうよく

の介助
かいじょ

等
とう

)の場面
ばめん

において、



指定生活介護事業 重要事項説明書 令和５年 ４月 

 

6 

利用者
りようしゃ

または家族
かぞく

の同意
どうい

を得
え

て、実習生
じっしゅうせい

が実習
じっしゅう

 (社会
しゃかい

福祉士
ふ く し し

実習
じっしゅう

、介護
かいご

等
とう

体験
たいけん

実習
じっしゅう

、介護
かいご

実習
じっしゅう

等
とう

)を行
おこな

う場合
ばあい

があります。 

 

摂食
せっしょく

支援
しえん

 

摂食
せっしょく

機能
きのう

の状 況
じょうきょう

に応
おう

じて、誤嚥
ごえん

することなく安全
あんぜん

に上手
う ま

く食
た

べられ

るように食
しょく

形態
けいたい

と自助
じじょ

具
ぐ

、姿勢
しせい

に配慮
はいりょ

した摂
せっ

食
しょく

支援
しえん

を実施
じっし

します。 

 

バス送迎
そうげい

 

各務原
かかみがはら

市内
しない

をリフト付
つ

き車両
しゃりょう

にて利用者
りようしゃ

の安全
あんぜん

と家族
かぞく

の便宜
べんぎ

を図
はか

り

ながら送迎
そうげい

を行
おこな

います。 

健康
けんこう

支援
しえん

 

体温
たいおん

や血圧
けつあつ

測定
そくてい

、必要
ひつよう

に応
おう

じて酸素
さんそ

飽和度
ほ う わ ど

の測定
そくてい

、月
つき

１回
かい

の体重
たいじゅう

測定
そくてい

の実施
じっし

など健康
けんこう

チェックを実施
じっし

します。 

職員
しょくいん

による朝
あさ

の会
かい

の「みんなの体操
たいそう

」を実施
じっし

します。また、給 食 前
きゅうしょくまえ

に、「嚥下
えんげ

体操
たいそう

」と、食後
しょくご

には「口腔
こうくう

ケア（歯磨き
は み が き

）」を実施
じっし

します。 

契約
けいやく

時
じ

に必
かなら

ずぽぷら指定
してい

の健康
けんこう

診断書
しんだんしょ

を提
てい

出
しゅつ

していただきます。年
ねん

に一度
いちど

は医療
いりょう

機関
きかん

で行
おこな

われた検査
けんさ

・特定
とくてい

健
けん

診
しん

結果
けっか

を提
てい

出
しゅつ

していただ

きます。それが提出
ていしゅつ

していただけない場合
ばあい

は、他
た

施設
しせつ

で行う血液
けつえき

検査
けんさ

(実費
じっぴ

)を受
う

けていただきます。 

医療的
いりょうてき

ケアについては、主治医
し ゅ じ い

の指示書
し じ し ょ

に基
もと

づき、家族
かぞく

の依頼書
いらいしょ

をもと

に実施
じっし

していきます。 

機能
きのう

訓練
くんれん

等
とう

 

整形
せいけい

外科
げ か

診察
しんさつ

を年度内
ねんどない

に１回
かい

は必
かなら

ず受
う

けていただき、整形
せいけい

外科医
げ か い

、

主治医
し ゅ じ い

の診断
しんだん

に基
もと

づき、日常
にちじょう

生活
せいかつ

を送
おく

るために必要
ひつよう

な機能
きのう

の維持
い じ

向上
こうじょう

を目的
もくてき

に訓練士
くんれんし

（理学
りがく

療法士
りょうほうし

）による機能
きのう

訓練
くんれん

を実施
じっし

します。ま

た、訓練士
くんれんし

（理学
りがく

療法士
りょうほうし

）による助言
じょげん

を受
う

け、生活
せいかつ

支
し

援
えん

員
いん

が個人
こじん

に合
あ

っ

た現有
げんゆう

機能
きのう

を活
い

かす運動
うんどう

、マッサージ、温
おん

罨法
あんぽう

、腹臥位
ふ く が い

療法
りょうほう

等
など

の機能的
きのうてき

訓練
くんれん

を

実施
じっし

します。 

かわだ整形
せいけい

外科
げ か

   河田
かわだ

 好泰
よしやす

 （０５８）－３８３－００４１ 

衛生
えいせい

管理
かんり

 

利用者
りようしゃ

の使用
しよう

する食器
しょっき

その他
た

の設備
せつび

又
また

は飲用水
いんようすい

について、衛生的
えいせいてき

な管理
かんり

と対応
たいおう

に努
つと

めます。また、調理
ちょうり

に必要
ひつよう

な機械
きかい

器具
き ぐ

等
とう

の管理
かんり

も適正
てきせい

に行
おこな

います。 

感染
かんせん

予防
よぼう

として、利用者
りようしゃ

及
およ

び家族
かぞく

の協 力
きょうりょく

を得
え

ながら、マニュアルに沿
そ

った取
と

り組
く

みを行
おこな

い、水際
みずぎわ

で食
く

い止
と

められるよう努
つと

めます。 

相談
そうだん

・援助
えんじょ

 

当事業所
とうじぎょうしょ

は、利用者
りようしゃ

及
およ

びその家族
かぞく

からの様々
さまざま

な相談
そうだん

についても誠意
せいい

を

持
も

って応
おう

じ、可能
かのう

な限
かぎ

り必要
ひつよう

な支援
しえん

を行
おこな

うように努
つと

めます。 

※情報
じょうほう

提供
ていきょう

…利用
りよう

している事業所
じぎょうしょ

の運営
うんえい

方針
ほうしん

や、利用者
りようしゃ

に対
たい

する

支援
しえん

計画
けいかく

の内容
ないよう

等
とう

についての情報
じょうほう

提供
ていきょう

や情報
じょうほう

開示
かいじ

に関
かん

する支援
しえん

と

ともに、各種
かくしゅ

の福祉
ふくし

制度
せいど

に関
かん

する情報
じょうほう

提供
ていきょう

を 行
おこな

い、福祉
ふくし

制度
せいど

が

効果的
こうかてき

に活用
かつよう

していけるよう支援
しえん

します。〔随時
ずいじ

〕 
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安全
あんぜん

管理
かんり

 

当事業所
とうじぎょうしょ

では、非常
ひじょう

災害
さいがい

時
じ

に備
そな

えて、火災
かさい

・地震
じしん

訓練
くんれん

の実施
じっし

、緊急
きんきゅう

時
じ

(窒息
ちっそく

等
など

)

の対応
たいおう

訓練
くんれん

の実施
じっし

、防災
ぼうさい

物品
ぶっぴん

の確保
かくほ

・確認
かくにん

を行
おこな

い、利用者
りようしゃ

の安全
あんぜん

に留意
りゅうい

する

ことに努
つと

めます。 

 

（２）介護
かいご

給付費
きゅうふひ

対象外
たいしょうがい

サービス内容
ないよう

 

サービスの種類
しゅるい

 サービスの内容
ないよう

 金
きん

 額
がく

 

食事
しょくじ

サービス 

昼 食
ちゅうしょく

の提供
ていきょう

をします。生活
せいかつ

支援員
しえんいん

と管理
かんり

栄養士
えいようし

の連携
れんけい

のもとに、栄養
えいよう

のバランスのとれた献立
こんだて

、利用者
りようしゃ

の状態
じょうたい

に

合
あ

わせた調理
ちょうり

と自助具
じ じ ょ ぐ

の活用
かつよう

、適温
てきおん

での配食
はいしょく

を実施
じっし

しま

す。 

〔食事
しょくじ

時間
じかん

 午前
ごぜん

１２時
じ

００分
ぷん

～午後
ご ご

１時
じ

００分
ぷん

まで〕 

（食器
しょっき

等
とう

後片付
あとかたづ

けを含
ふく

む） 

食事
しょくじ

提供
ていきょう

加算
かさん

該当者
がいとうしゃ

  

２８０円
えん

 

 

食事
しょくじ

提供
ていきょう

加算
かさん

非該当者
ひがいとうしゃ

 

３１０円
えん

 

 

レクリエーションで

必要
ひつよう

となる諸経費
しょけいひ

 

活動
かつどう

の内容
ないよう

によっては、費用
ひよう

が発生
はっせい

する場合
ばあい

があります。

例
れい

：門松作
かどまつづく

り費用
ひよう

、外出
がいしゅつ

活動
かつどう

時
じ

の諸費用
しょひよう

 

実費
じっぴ

 

施設外
しせつがい

活動
かつどう

 

リフトバスを利用
りよう

して、外出
がいしゅつ

します。 

ただし、新型
しんがた

コロナウイルスの感染
かんせん

拡大
かくだい

状 況
じょうきょう

により、

中止
ちゅうし

となる可能性
かのうせい

もあります。 

実費
じっぴ

 

その他
た

 サービス提供
ていきょう

記録
きろく

等
とう

の複写代
ふくしゃだい

 実費
じっぴ

 

 

※ 全
すべ

てのサービスは、「個別
こべつ

支援
しえん

計画
けいかく

」に基
もと

づいて行
おこな

われます。「個別
こべつ

支援
しえん

計画
けいかく

」は、

本事業所
ほんじぎょうしょ

の担当者
たんとうしゃ

とサービス管理
かんり

責任者
せきにんしゃ

が作成
さくせい

し、利用者
りようしゃ

の同意
どうい

を得
え

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



指定生活介護事業 重要事項説明書 令和５年 ４月 

 

8 

 

 

７．利用
りよう

料金
りょうきん

 

（１）介護
かいご

給付費
きゅうふひ

対象
たいしょう

サービス内容
ないよう

の料金
りょうきん

 

 介護
かいご

給付費
きゅうふひ

によるサービスを提供
ていきょう

した際
さい

は、サービス利用
りよう

料金
りょうきん

（厚生
こうせい

労働
ろうどう

大臣
だいじん

の定
さだ

め

る額
がく

）のうち９割
わり

が介護
かいご

給付費
きゅうふひ

の給付
きゅうふ

対象
たいしょう

となります。事業者
じぎょうしゃ

が介護
かいご

給付費
きゅうふひ

等
とう

の給付
きゅうふ

を

市町
しちょう

から直接
ちょくせつ

受
う

け取
と

る（代理
だいり

受領
じゅりょう

する）場合
ばあい

、利用者
りようしゃ

負担分
ふたんぶん

として、サービス利用
りよう

料金
りょうきん

 

全体
ぜんたい

の１割
わり

の額
がく

を事業者
じぎょうしゃ

にお支払
しはら

いただきます。（定率
ていりつ

負担
ふたん

または利用者
りようしゃ

負担額
ふたんがく

といいます。） 

なお、定率
ていりつ

負担
ふたん

または利用者
りようしゃ

負担額
ふたんがく

の軽減
けいげん

等
とう

が適用
てきよう

される場合
ばあい

は、この限
かぎ

りではありま

せん。「障
しょう

がい福祉
ふくし

サービス受給者証
じゅきゅうしゃしょう

」をご確認
かくにん

ください。 

 

（２）介護
かいご

給付費
きゅうふひ

対象外
たいしょうがい

サービス内容
ないよう

の料金
りょうきん

 

上記
じょうき

「６．サービス提供
ていきょう

の内容
ないよう

（２）介護
かいご

給付費
きゅうふひ

対象外
たいしょうがい

サービス内容
ないよう

」の項目
こうもく

をご参照
さんしょう

ください。 

 

（３）利用
りよう

料金
りょうきん

の変更
へんこう

 

サービスに係
かか

る国
くに

の定
さだ

める費用
ひよう

に変更
へんこう

があった場合
ばあい

、また、経済
けいざい

状 況
じょうきょう

の 著
いちじる

しい変化
へんか

その他
た

やむを得
え

ない事由
じゆう

がある場合
ばあい

、当事業所
とうじぎょうしょ

が提供
ていきょう

するサービスの利用
りよう

料金
りょうきん

を変更
へんこう

することがあります。 

 

（４）サービス利用
りよう

の取
と

り消
け

し料金
りょうきん

 

 利用者
りようしゃ

がサービス利用
りよう

の取
と

り消
け

し（キャンセル）する場合
ばあい

は、利用
りよう

予定日
よ て い び

当日
とうじつ

の 

午前
ごぜん

９時
じ

００分
ぷん

までに当事業所
とうじぎょうしょ

までお申
もう

し出
で

ください。 

 なお、サービス利用
りよう

日当日
びとうじつ

の午
ご

前
ぜん

９時
じ

００分
ぷん

までに申出
もうしで

のない場合
ばあい

は、キャンセル料
りょう

と

して給食費
きゅうしょくひ

の実費
じっぴ

相当額
そうとうがく

をいただきます。 

 

キャンセル料
りょう

（給食費
きゅうしょくひ

の実費
じっぴ

相当額
そうとうがく

）１日
にち

あたり ３１０円
えん

 

 

（５）利用
りよう

料金
りょうきん

のお支
し

払
はらい

方
ほう

法
ほう

 

前記
ぜんき

（１）（２）（４）の料金
りょうきん

は１ヶ月
かげつ

ごとに計算
けいさん

し、当月
とうげつ

の利用
りよう

料金
りょうきん

合計額
ごうけいがく

の請求書
せいきゅうしょ

を翌
よく

月
げつ

１５日
にち

までに送付
そうふ

します。請求
せいきゅう

しました利用
りよう

料金
りょうきん

の合計額
ごうけいがく

を翌
よく

月
げつ

２７日
にち

（金融
きんゆう

機関
きかん

が休業日
きゅうぎょうび

の場合
ばあい

はその翌営業日
よくえいぎょうび

）に口座
こうざ

振替
ふりかえ

の方法
ほうほう

により 予
あらかじ

めご指定
してい

された口座
こうざ

から振
ふ

り替
か

えさせていただきます。 

ただし、口座
こうざ

振替
ふりかえ

の手続
てつづ

きが完了
かんりょう

するまでの間
あいだ

は、現金
げんきん

でお支払
しはら

いいただきます。 

また、口座
こうざ

振替
ふりかえ

不能
ふのう

となった場合
ばあい

は、口座
こうざ

振替
ふりかえ

不能
ふのう

通知
つうち

により記載
きさい

された期日
きじつ

までに、

現金
げんきん

で福祉
ふくし

の里
さと

窓口
まどぐち

へお支払
しはら

い願
ねが

います。 
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８．利用者
りようしゃ

の記録
きろく

及
およ

び情報
じょうほう

の管理
かんり

等
とう

 

（１）事業所
じぎょうしょ

は、法令
ほうれい

に基
もと

づいて利用者
りようしゃ

の記録
きろく

及
およ

び情報
じょうほう

を適
てき

切
せつ

に管理
かんり

し、利用者
りようしゃ

の求
もと

め

に応
おう

じてその内容
ないよう

を開
かい

示
じ

します。また、記録
きろく

及
およ

び情報
じょうほう

については当該記録
とうがいきろく

を整備
せいび

した日
ひ

か

ら５年間
ねんかん

保管
ほかん

します。 

※閲覧
えつらん

、複写
ふくしゃ

ができる窓口
まどぐち

業務
ぎょうむ

時間
じかん

は、午前
ごぜん

８：３０～午後
ご ご

５：１５です。 

（２）利用者
りようしゃ

の個人
こじん

情報
じょうほう

については、個人
こじん

情報
じょうほう

保護法
ほ ご ほ う

にそった対応
たいおう

を行
おこな

います。但
ただ

し、

サービス提供
ていきょう

を行
おこな

う上
うえ

での他
た

事業所
じぎょうしょ

及
およ

び医療
いりょう

機関
きかん

等
とう

との連絡
れんらく

調整
ちょうせい

や市
し

、町
まち

及
およ

び関係
かんけい

機関
きかん

に情報
じょうほう

提供
ていきょう

を要請
ようせい

された場合
ばあい

は利用者
りようしゃ

の同意
どうい

（「個人
こじん

情報
じょうほう

使用
しよう

同意書
どういしょ

」による）

に基
もと

づき情報
じょうほう

提供
ていきょう

をいたします。 

 

 

９．緊急
きんきゅう

時
じ

の対応
たいおう

 

 利用中
りようちゅう

に 著
いちじる

しく心身
しんしん

の変化
へんか

が認
みと

められた場合
ばあい

、他
た

の利用者
りようしゃ

への影響
えいきょう

が懸念
けねん

される

症 状
しょうじょう

が認
みと

められた場合
ばあい

は、施設
しせつ

職員
しょくいん

の判断
はんだん

により医療
いりょう

機関
きかん

の受
じゅ

診
しん

をお願
ねが

いする場合
ばあい

が

あります。医療
いりょう

機関
きかん

受診
じゅしん

のための送迎
そうげい

・付
つ

き添
そ

いは原則
げんそく

としてご家族
かぞく

でお願
ねが

いします。 

 利用中
りようちゅう

に発生
はっせい

した事故
じ こ

や急変
きゅうへん

など必要
ひつよう

な場合
ばあい

には、速
すみ

やかに下記
か き

、協 力
きょうりょく

医療
いりょう

機関
きかん

へ

救
きゅう

急搬送
きゅうはんそう

するとともにご家族
かぞく

に連絡
れんらく

します。ご連絡
れんらく

がつかない場合
ばあい

には事後
じ ご

の連絡
れんらく

と

なることがあります。 

 

【協 力
きょうりょく

医療
いりょう

機関
きかん

】 

医療
いりょう

機関
きかん

の 名称
めいしょう

 公立
こうりつ

学校
がっこう

共済
きょうさい

組合
くみあい

 東海
とうかい

中央
ちゅうおう

病院
びょういん

 

院
いん

 長
ちょう

 名
めい

 松井
まつい

 春
はる

雄
お

 

所
しょ

  在
ざい

  地
ち

 各務原市
かかみがはらし

蘇原
そはら

東島
ひがししま

町
ちょう

４丁目
ちょうめ

６番地
ばんち

２ 

電
でん

 話
わ

 番
ばん

 号
ごう

 ０５８－３８２－３１０１ 

診
しん

  療
りょう

  科
か

 内科
ないか

 他
ほか

 入
にゅう

 院
いん

 設
せつ

 備
び

 あり 
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１０．非常
ひじょう

災害
さいがい

時
じ

の対策
たいさく

 

非常時
ひじょうじ

の対応
たいおう

 別途
べっと

に定
さだ

める、「福祉
ふくし

の里
さと

消防
しょうぼう

計画書
けいかくしょ

」により対応
たいおう

いたします。 

平時
へいじ

の訓練
くんれん

 

・別途
べっと

に定
さだ

める、消防
しょうぼう

計画書
けいかくしょ

に則
のっと

り、月
つき

１回
かい

以上
いじょう

、避難
ひなん

・防災
ぼうさい

訓練
くんれん

を、利用者
りようしゃ

の方
かた

も参加
さんか

して実施
じっし

します。 

防災
ぼうさい

設備
せつび

 

・自動
じどう

火災
かさい

報知機
ほうちき

 有  ・誘
ゆう

 導
どう

 灯
とう

   有 

・ガス漏
も

れ報知機
ほうちき

 有  ・非常
ひじょう

通報
つうほう

装置
そうち

  有 

・非常用
ひじょうよう

電源
でんげん

  有  ・スプリンクラー  有 

・室内
しつない

防火
ぼうか

栓
せん

   有       

・非常
ひじょう

階段
かいだん

    有 ・カーテン等
とう

は防 炎
ぼうえん

性 能
せいのう

のある物
もの

を使用
しよう

しています。 

消防
しょうぼう

計画
けいかく

 

消防
しょうぼう

署
しょ

への届出
とどけで

 ： 令和
れいわ

５年
ねん

 ４月
がつ

 

防火
ぼうか

管理者
かんりしゃ

    ： 打田
うちだ

 哲也
てつや

 

保険
ほけん

加入
かにゅう

 

事故
じ こ

・災害
さいがい

に備
そな

えて、損害
そんがい

賠償
ばいしょう

保険
ほけん

に加入
かにゅう

しています。 

加入
かにゅう

保険会
ほけんかい

社名
しゃめい

：公益
こうえき

財団
ざいだん

法人
ほうじん

 日本
にほん

知的
ちてき

障害者
しょうがいしゃ

福祉
ふくし

協会
きょうかい

 

    （引受
ひきうけ

会社
がいしゃ

：あいおいニッセイ同和
どうわ

損害
そんがい

保険
ほけん

株式
かぶしき

会社
がいしゃ

） 

加入
かにゅう

保険名
ほけんめい

：障害者
しょうがいしゃ

施設
しせつ

総合
そうごう

補償
ほしょう

 

保障
ほしょう

内容
ないよう

：施設
しせつ

の賠償
ばいしょう

責任
せきにん

にかかる補償
ほしょう

（敷地外
しきちがい

の賠償
ばいしょう

責任
せきにん

にかかる補償
ほしょう

・個人
こじん

情報
じょうほう

漏
ろう

えい賠償
ばいしょう

責任
せきにん

補償
ほしょう

・

自動車
じどうしゃ

搭乗
とうじょう

中 傷 害
ちゅうしょうがい

補償
ほしょう

） 
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１１．要望
ようぼう

・苦情
くじょう

等
とう

申立先
もうしたてさき

及
およ

び虐
ぎゃく

待
たい

防
ぼう

止
し

に関
かん

する相
そう

談
だん

窓
まど

口
ぐち

 

（１）要望
ようぼう

・苦情
くじょう

等
とう

申立先
もうしたてさき

 

 

当事業所
とうじぎょうしょ

 

ご利
り

用
よう

相
そう

談
だん

窓
まど

口
ぐち

 

・責任者
せきにんしゃ

 

  各務原市
かかみがはらし

福祉
ふくし

の里
さと

ぽぷら 

  管理者
かんりしゃ

 遠藤
えんどう

 妃
ひ

登
と

美
み

 

 

・窓口
まどぐち

担当者
たんとうしゃ

 

  各務原市
かかみがはらし

福祉
ふくし

の里
さと

ぽぷら 

  主任
しゅにん

 竹中
たけなか

 真子
まさこ

 

 

・受付
うけつけ

時間
じかん

 

  毎週
まいしゅう

月曜日
げつようび

～金曜日
きんようび

 午
ご

前
ぜん

８：３０～午後
ご ご

５：１５ 

   ただし、国民
こくみん

の祝日
しゅくじつ

に関
かん

する法
ほう

律
りつ

に規定
き て い

する休日
きゅうじつ

、１２月
がつ

２９日
にち

から翌年
よくとし

の１月
がつ

３日
にち

までの日の間
あいだ

は除
のぞ

きます。 

 

・住
じゅう

  所
しょ

   各
かか

務
みが

原
はら

市
し

須
す

衛
え

稲
いな

田
だ

７番
ばん

地
ち

 

 

・電話
でんわ

番号
ばんごう

   ０５８－３７０－７５００（代） 

        ０５８－３７０－７６２３（直通） 

 

・Ｆ Ａ Ｘ   ０５８－３７０－７５１１ 

※担当者
たんとうしゃ

が不在
ふざい

の場合
ばあい

は、事業団
じぎょうだん

事務局
じむきょく

までお申
もう

し出
で

ください。 

社会
しゃかい

福祉
ふくし

法人
ほうじん

 

各務原市
かかみがはらし

社会
しゃかい

福祉
ふくし

事業団
じぎょうだん

 

第三者
だいさんしゃ

委員
いいん

 

寺嶋
てらじま

 健司
けんじ

 

【住所】 

電話番号
でんわばんごう

 ＊＊＊＊＊ 

御宿
みしゅく

 則子
のりこ

 

【住所】 

電話番号
でんわばんごう

 ＊＊＊＊＊ 

各務原市
かかみがはらし

役所
やくしょ

 

健康
けんこう

福祉部
ふ く し ぶ

社会
しゃかい

福祉課
ふ く し か

 

・所 在 地
し ょ ざ い ち

：各務原市
かかみがはらし

那加
な か

桜町
さくらまち

１丁目
ちょうめ

６９番地
ばんち

 

・電話
でんわ

番号
ばんごう

：０５８－３８３－１１１１（市
し

役所
やくしょ

代表
だいひょう

） 

０５８－３８３－１１２６（社会
しゃかい

福祉課
ふ く し か

直通
ちょくつう

） 

・Ｆ Ａ Ｘ：０５８－３８９－３３５３ 
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・受付
うけつけ

時間
じかん

：毎週
まいしゅう

月曜日
げつようび

～金曜日
きんようび

 午
ご

前
ぜん

８：３０～午
ご

後
ご

５：１５ 

 ただし、国民
こくみん

の祝日
しゅくじつ

に関
かん

する法
ほう

律
りつ

に規定
き て い

する休日
きゅうじつ

、１２月
がつ

２９日
にち

か

ら翌年
よくとし

の１月
がつ

３日
にち

までの日
ひ

の間
あいだ

は除
のぞ

きます。 

岐阜県
ぎ ふ け ん

社会
しゃかい

福祉
ふくし

協議会
きょうぎかい

 

運営
うんえい

適正化
てきせいか

委員会
いいんかい

 

・所 在 地
し ょ ざ い ち

：岐阜市下
ぎ ふ し し も

奈良
な ら

２－２－１ 県
けん

福祉
ふくし

農業
のうぎょう

会館内
かいかんない

 

・電話
でんわ

番号
ばんごう

：０５８－２７８－５１３６ 

・Ｆ Ａ Ｘ：０５８－２７８－５１３７ 

（２） 虐
ぎゃく

待
たい

防
ぼう

止
し

に関
かん

する相
そう

談
だん

窓
まど

口
ぐち

 

当事業所
とうじぎょうしょ

 

虐
ぎゃく

待
たい

防
ぼう

止
し

に関
かん

する 

相
そう

談
だん

窓
まど

口
ぐち

 

・責任者
せきにんしゃ

 

  各務原市
かかみがはらし

福祉
ふくし

の里
さと

 

  事業
じぎょう

課長
かちょう

 安田
やすだ

 香
かぐ

実
み

 

・窓口
まどぐち

担当者
たんとうしゃ

 

各務原市
かかみがはらし

福祉
ふくし

の里
さと

ぽぷら 

  管理者
かんりしゃ

 遠藤
えんどう

 妃
ひ

登
と

美
み

 

・受付
うけつけ

時間
じかん

 

   毎週
まいしゅう

月曜日
げつようび

～金曜日
きんようび

 午
ご

前
ぜん

８：３０～午
ご

後
ご

５：１５ 

       ただし、国
こく

民
みん

の祝
しゅく

日
じつ

に関
かん

する法
ほう

律
りつ

に規定
き て い

する休日
きゅうじつ

、１２月
がつ

 

２９日
にち

から翌
よく

年
とし

の１月
がつ

３
３

日
にち

までの日
ひ

の間
あいだ

は除
のぞ

きます。 

・電話
でんわ

番号
ばんごう

   ０５８－３７０－７５００（代表
だいひょう

） 

・Ｆ Ａ Ｘ   ０５８－３７０－７５１１ 

各務原市
かかみがはらし

 

障
しょう

がい者
しゃ

虐
ぎゃく

待
たい

防
ぼう

止
し

 

センター 

・所
しょ

 在
ざい

 地
ち

：各務原市
かかみがはらし

那加
な か

桜町
さくらまち

１丁目
ちょうめ

６９番地
ばんち

 

     各務原市
かかみがはらし

役所
やくしょ

健康
けんこう

福祉
ふくし

部
ぶ

 社会
しゃかい

福祉課
ふ く し か

 

・電話番号
でんわばんごう

：０５８－３８３－１１１１（市
し

役所
やくしょ

代表
だいひょう

） 

      ０５８－３８３－１２５２（社会
しゃかい

福祉課
ふ く し か

直通
ちょくつう

） 

・Ｆ Ａ Ｘ：０５８－３８９－３３５３ 

・受付
うけつけ

時間
じかん

 

   毎週
まいしゅう

月曜日
げつようび

～金曜日
きんようび

 午
ご

前
ぜん

８：３０～午
ご

後
ご

５：１５ 

   ただし、国
こく

民
みん

の祝
しゅく

日
じつ

に関
かん

する法
ほう

律
りつ

に規定
き て い

する休日
きゅうじつ

、１２月
がつ

 

２９日
にち

から翌
よく

年
とし

の１月
がつ

３
３

日
にち

までの日
ひ

の間
あいだ

は除
のぞ

きます。 
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１２．当事業所
とうじぎょうしょ

ご利用
りよう

の際
さい

に留意
りゅうい

いただく事項
じこう

 

設備
せつび

・器具
き ぐ

の利用
りよう

 
事業
じぎょう

所内
しょない

の設備
せつび

、器具
き ぐ

は本来
ほんらい

の用法
ようほう

にしたがってご利用
りよう

ください。これに反
はん

した

ご利用
りよう

により破損
はそん

が生
しょう

じた場合
ばあい

、賠償
ばいしょう

していただくことがあります。 

喫
きっ

  煙
えん

 全館
ぜんかん

禁煙
きんえん

です。 

貴重品
きちょうひん

の管理
かんり

 

原則
げんそく

、貴重品
きちょうひん

は、利用者
りようしゃ

の責任
せきにん

において管理
かんり

していただきます。事業所
じぎょうしょ

において利用上
りようじょう

不要
ふよう

な貴重品
きちょうひん

は、持
も

ち込
こ

まないようお願
ねが

いします。 

自己
じ こ

管理
かんり

が難
むずか

しい利用者
りようしゃ

が施設外
しせつがい

活動
かつどう

時
じ

等
など

、必要
ひつよう

な現金
げんきん

を所時
しょじ

された

場合
ばあい

、現金
げんきん

をご家族
かぞく

の承諾
しょうだく

のもとぽぷらで保管
ほかん

します。 

宗 教
しゅうきょう

活動
かつどう

・政治
せいじ

活動
かつどう

、 

営利
えいり

活動
かつどう

 

利用者
りようしゃ

の思想
しそう

、信仰
しんこう

は自由
じゆう

ですが、他
た

の利用者
りようしゃ

に対
たい

する宗 教
しゅうきょう

活動
かつどう

、政治
せいじ

活動
かつどう

及
およ

び営利
えいり

活動
かつどう

はご遠慮
えんりょ

ください。 

感染
かんせん

対策
たいさく

 
感染症
かんせんしょう

等
とう

により、他
た

の利用者
りようしゃ

や職員
しょくいん

に影響
えいきょう

を及
およ

ぼす可能性
かのうせい

がある

場合
ばあい

は、利用
りよう

の制限
せいげん

をさせていただく場合
ばあい

があります。 

その他
た

 
ここに掲載

けいさい

されていること以外
いがい

のことについても、多
おお

くの方
かた

が利用
りよう

され

る施設
しせつ

ですので、常識的
じょうしきてき

なマナー・エチケットに心掛
こころが

けてください。 
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指
し

定
てい

障
しょう

がい福
ふく

祉
し

サービス事業
じぎょう

（生活
せいかつ

介護
かいご

事業
じぎょう

）の提
てい

供
きょう

及
およ

び利
り

用
よう

の開始
かいし

に際
さい

し、本書面
ほんしょめん

に基
もと

づき重要
じゅうよう

事項
じこう

の説明
せつめい

を行
おこな

いました。 

  

令和  年
ねん

   月
がつ

   日
にち

 

  

事業所名
じぎょうしょめい

：各務原市
かかみがはらし

福祉
ふくし

の里
さと

ぽぷら 

 説明者
せつめいしゃ

職名
しょくめい

：           氏
し

 名
めい

               印
いん

 

 

 

私
わたし

は、本
ほん

書
しょ

面
めん

に基
もと

づいて事業者
じぎょうしゃ

から指定
してい

障
しょう

がい福祉
ふくし

サービス事業
じぎょう

（生活
せいかつ

介護
かいご

事業
じぎょう

）

の提
てい

供
きょう

及
およ

び利
り

用
よう

について重要
じゅうよう

事項
じこう

の説明
せつめい

を受
う

け、同意
どうい

しました。 

 

 

利用者
りようしゃ

住所
じゅうしょ

                       

 

 

氏
し

    名
めい

                印
いん

 

 

 

家族
かぞく

の住所
じゅうしょ

                       

 

 

  氏
し

    名
めい

                印
いん

 

 

続
つづき

   柄
がら

                  


